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１ 要 旨 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、子ども・子育て支援システム

が統一・標準化される。これに伴い、同法に基づき規定された基準に則った事務等を適正に

実施するため、当該規則の一部を改正する。また、併せて、保育所等の入所選考にかかる利

用基準表等について時代背景等を踏まえ所要の見直しを行う。 

（１）主な改正点 

①当該規則に定めている様式の名称変更及び削除 

②保育の利用基準表の改正 

 ・労働の細目を週から月に改正 

・障害事由に精神障害者保健福祉手帳の所持を追加 

・介護の要件を、居宅内・外の区別化を廃止し、介護時間数に応じた指数に変更 

③調整指数の改正 

 ・育児休業から元の職場に復帰する場合の加点項目を削除 

 ・育児休業取得のため、保育所等を退園し、育児休業終了後に保育所等に入所を希望す 

る世帯への加点項目を新設 

   ・保護者が共に居宅外労働を行っている場合の加点項目を削除 

   ・深夜帯を含む業務形態を常態として労働している場合の加点項目を新設 

   ・市内保育施設に保育士に就労している世帯の項目に看護師を追加及び指数を変更 

   ・地域貢献活動等を行っている場合の加点項目を新設 

   ・障害のある児童がいる世帯の項目を、障害者手帳を有している児童等に変更 

   ・保護者の就労等により、認可外保育施設等を利用している場合の加点項目を新設 

（２）施行日 

   （１）①は、令和６年１０月１５日。 

（１）②③は、令和７年４月１日（ただし、入所の承認等に係る行為は同日前において 

改正後の例により行うことができる）。 

（３）影響及び効果 

   国の法、基準に基づく適切な事務が実施できる。また、入所選考において公平性を保つこ

とができる。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

総務課審査済み。 

  ３．留意事項（問題点等） 

    ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議における報告後、速やかに事務を進めたい。 

 ５．審議結果 

  注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


